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（趣旨）

第１条 市は，大崎市地域おこし協力隊設置要綱（平成２８年大崎市告示

第５４号）に定める隊員（以下「隊員」という。）が，任用期間の満了後，

隊員として任用された事業で起業又は事業承継（以下「起業等」という。）

した者の定住を支援するため，予算の範囲内において大崎市地域おこし

協力隊定住支援助成金（以下「助成金」という。）を交付するものとし，

その交付等に関しては，大崎市補助金等交付規則（平成１８年大崎市規

則第６０号）に定めるもののほか，この要綱の定めるところによる。

（助成対象者）

第２条 助成金の交付対象となる者（以下「助成対象者」という。）は，任

用期間が２年を経過した隊員のうち，次の各号のいずれにも該当するも

のとする。

(１) 隊員の任用期間が満了した日から起算して１年を経過しない者

(２) 隊員として任用された事業での起業等による収入の確保に期間を

要し，生計維持が困難と認められる者

２ 前項の規定にかかわらず，次の各号のいずれかに該当する者は，助成

対象者としない。

(１) 隊員の任用期間中に自己都合で退任した者又は市長が任用を取り

消した者

(２) 市税等に滞納がある者

(３) その他市長が適当でないと認めた者

（助成金の交付要件）



第３条 助成金の交付対象となる要件は，次の各号のいずれにも該当する

ものとする。

(１) 隊員が市内に居住すること。

(２) 起業等する事業が市の活性化に資するものであること。

(３) 初めて助成金の交付決定を受けた日（以下「交付決定日」という。）

から５年以上市内に住所を有する見込みがあること。

２ 助成金は，助成対象者１人につき，交付決定日の属する年度から連続

する３年度に限り交付するものとする。

３ 前項の場合において，交付決定日の属する年度の翌年度及び翌々年度

の助成金を交付するときは，前条第１項第１号の規定にかかわらず助成

金を交付できるものとする。

（助成対象経費）

第４条 助成金の交付対象となる経費は，大崎市地域おこし協力隊起業等

支援助成金交付要綱（平成３１年大崎市告示第４４号。以下「起業等支

援助成金」という。）第４条に規定する助成金の交付対象となる経費を除

き定住に必要な経費とする。

（助成金の額）

第５条 助成金の額は，次の表に定める年度に応じた額を上限とする。

２ 前項の規定にかかわらず，交付決定日の属する年度の翌年度及び翌々

年度の助成金の額は，当該年度の前年の収入に係る課税所得（助成金に

係る課税所得分を除く。）の額を前項の表の該当する助成金の額から減じ

て得た額を上限とする。

年度 助成金額

１ 交付決定日の属する年度 １２０万円

２ 交付決定日の属する年度の翌年度 １２０万円

３ 交付決定日の属する年度の翌々年度 ４２万円



（助成金の申請）

第６条 助成金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は，

毎年度，市長に大崎市地域おこし協力隊定住支援助成金交付申請書（様

式第１号）を提出するものとする。

２ 前項の申請書には，次に掲げる書類を添付しなければならない。

(１) 起業等計画書（様式第２号）

(２) 収支計画書（様式第３号）

(３) 前年の所得を証する書類

(４) その他市長が必要と認める書類

（助成金の交付決定）

第７条 市長は，前条第１項の規定による申請があった場合は，その内容

を審査し，助成金を交付することを決定したときは，大崎市地域おこし

協力隊定住支援助成金交付決定通知書（様式第４号）により申請者に通

知するものとする。

２ 市長は，前項の規定により助成金を交付することを決定したときは，

必要に応じて交付の条件を付すことができる。

３ 市長は，第１項の規定による審査の結果，助成金を交付しないことを

決定したときは，理由を付して大崎市地域おこし協力隊定住支援助成金

不交付決定通知書（様式第５号）により申請者に通知するものとする。

（助成金変更承認申請等）

第８条 前条第１項の規定により助成金の交付決定を受けた者（以下「助

成定住者」という。）は，その交付決定後に助成事業（大崎市地域おこし

協力隊定住支援助成金の交付対象となる事業をいう。以下同じ。）の内容

を変更しようとする場合は，大崎市地域おこし協力隊定住支援助成金変

更承認申請書（様式第６号）に次に掲げる書類を添えて，市長に提出し，

承認を得るものとする。



(１) 起業等計画書（変更後のもの）

(２) 収支計画書（変更後のもの）

(３) 変更後の前年の所得を証する書類

(４) 納税証明書

(５) その他市長が必要と認める書類

２ 助成定住者は，起業等した事業を廃止又は市外へ転出しようとする場

合は，大崎市地域おこし協力隊定住支援助成金助成事業廃止承認申請書

（様式第７号）を市長に提出し，承認を得るものとする。

３ 市長は，第１項の規定による変更の申請があったときは，その内容を

審査し，大崎市地域おこし協力隊定住支援助成金変更交付決定通知書（様

式第８号）により助成定住者へ通知するものとする。

４ 市長は，第２項の規定による廃止又は市外へ転出しようとする申請が

あったときは，その内容を審査し，大崎市地域おこし協力隊定住支援助

成金助成事業廃止承認通知書（様式第９号）により助成定住者へ通知す

るものとする。

（実績報告及び現況報告等）

第９条 助成定住者は，助成金の交付を受けた年度の翌年度の４月１０日

又は前条第２項の規定による事業の廃止の承認を受けた日から起算して

１０日以内のいずれか早い日までに，大崎市地域おこし協力隊定住支援

助成金実績報告書（様式第１０号）に次に掲げる書類を添えて，市長に

報告しなければならない。

(１) 収支報告書（様式第１１号）

(２) その他市長が必要と認める書類

２ 助成定住者は，起業等した事業の毎月の実施状況及び定住の状況を，

翌月の１０日までに，大崎市地域おこし協力隊定住支援助成金現況報告

書（様式第１２号）により，市長に報告しなければならない。



３ 前項の規定による報告は，交付決定日から５年を経過する日の属する

月まで継続するものとする。

（助成金の額の確定）

第１０条 市長は，前条第１項の規定による報告を受けたときは，これを

審査し，適当と認めたときは，交付すべき助成金の額を確定し，大崎市

地域おこし協力隊定住支援助成金確定通知書（様式第１３号）により助

成定住者に通知するものとする。

（助成金の請求）

第１１条 市長は，前条の規定により交付すべき助成金の額を確定した後

に助成金を支払うものとする。ただし，市長が特に必要と認める場合は，

第７条第１項により決定された交付決定額の９割を上限として，概算払

をすることができるものとする。

２ 助成金の交付を受けようとするものは，前条の確定通知を受けた日以

後速やかに大崎市地域おこし協力隊定住支援助成金請求書（様式第１４

号）を市長に提出しなければならない。

３ 第１項ただし書の規定により，概算払による助成金の交付を受けよう

とする者は，第７条第１項の交付決定通知を受けた日以後速やかに大崎

市地域おこし協力隊定住支援助成金概算払請求書（様式第１５号）を市

長に提出しなければならない。

４ 助成定住者は，第１項ただし書の規定により既に支払われた助成金の

額が前条の規定により確定した助成金の額を超えるときは，その超える

部分の助成金を市長に返納しなければならない。

（助成金の交付決定の取消し）

第１２条 市長は，助成定住者が次の各号のいずれかに該当すると認めら

れる場合は，助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(１) 第８条第４項の規定により，助成事業を廃止したとき。



(２) 虚偽の申請その他不正又は不適切な行為によって助成金の交付を

受けたとき。

(３) 助成金を定住の目的以外の用途に使用したとき。

(４) 法令又はこの要綱に基づく市長の処分若しくは指示に違反したと

き。

(５) 交付決定日から５年未満に，市長の承認を得ずに自己都合で市外

へ転出したとき。

２ 市長は，前項の規定により助成金の交付決定を取り消したときは，大

崎市地域おこし協力隊定住支援助成金交付決定取消通知書（様式第１６

号）により助成定住者へ通知するものとする。

（助成金の返還）

第１３条 市長は，前条第１項の規定により助成金の交付決定を取り消し

た場合において，助成定住者に対して既に助成金を交付していたときは，

大崎市地域おこし協力隊定住支援助成金返還命令書（様式第１７号）に

より期限を定めて返還を命ずるものとする。

２ 市長は，前条第１項第５号の規定により助成金の交付決定を取り消し

たときは，交付決定日から市外へ転出までの期間（以下「定住期間」と

いう。）に応じ，過年度に交付した助成金も合算し，次の表に定める額を

返還させることができる。

（その他）

定住期間 返還額

１年未満 助成金既交付額の１００分の１００

１年以上２年未満 助成金既交付額の１００分の８０

２年以上３年未満 助成金既交付額の１００分の６０

３年以上４年未満 助成金既交付額の１００分の４０

４年以上５年未満 助成金既交付額の１００分の２０



第１４条 この要綱に定めるもののほか，助成金の交付等に関して必要な

事項は，別に定める。

附 則

この要綱は，平成３１年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は，令和６年４月１日から施行する。


